
㕥㮵医⒪⛉学大学 ぬせい剤に㛵する⟶⌮つ⛬ 
 
 
㸦㊃旨㸧 
➨㸯᮲ 㕥㮵医⒪⛉学大学㸦以下「ᮏ学」という。㸧における◊✲に使⏝されるぬせ

い剤の取扱については、ぬせい剤取⥾ἲ㸦昭和㸰㸴年ἲ律➨㸰㸳㸰号。以下「ἲ」

という。㸧及びその他のἲ令に定めるもののほか、このつ⛬に定めるところによる。   
 
㸦定⩏㸧 
➨㸰᮲ このつ⛬における⏝ㄒの定⩏は、ḟのとおりとする。 

(㸯) 「ぬせい剤」とは、ἲ➨㸰᮲➨㸯㡯につ定するものをいう。 
(㸰) 「ぬせい剤◊✲⪅」とは、学⾡◊✲のため、三㔜┴▱事の指定を受けて指 
定ドを所᭷し、ぬせい剤を使⏝又は厚⏕労働大⮧のチ可を受けてぬせい剤を

〇㐀するᮏ学教員➼をいう。 
 
㸦ぬせい剤の⟶⌮⤌⧊㸧 
➨㸱᮲ ᮏ学におけるぬせい剤の⟶⌮に㛵し、その徹底と万全をᮇするため、その 
⟶⌮⤌⧊として、ᮏ学にぬせい剤・向⢭⚄⸆⟶⌮委員会㸦以下「⟶⌮委員会」と

いう。㸧を⨨く。 
㸰 ⟶⌮委員会の㐠営➼については、別に定める。 

 
㸦ぬせい剤◊✲⪅の指定⏦ㄳに㛵する報告㸧 
➨㸲᮲ 三㔜┴▱事に対し、ぬせい剤◊✲⪅の指定㸦指定ド交付㸧⏦ㄳを⾜う⪅は、

⟶⌮委員会にその旨報告するものとする。 
 
㸦ぬせい剤の保⟶㸧 
➨㸳᮲ ぬせい剤は、大学◊✲施タ内の㘽をかけた堅固な保⟶庫に保⟶しなければ

ならない。 
 
㸦ぬせい剤の⟶⌮㸧 
➨㸴᮲ ぬせい剤◊✲⪅は、⮬己の㈐任において使⏝するぬせい剤の⟶⌮を⾜うと 
ともに、ぬせい剤の◚損、⁛失、┐取、所在不明及びその他の事故を㜵Ṇするた

め、㝶時、ぬせい剤の使⏝㔞及び⌧在㔞のⅬ᳨を⾜わなければならない。 
㸰 ぬせい剤◊✲⪅は、⟶⌮委員会のồめに応じて、ぬせい剤の使⏝㔞及び⌧在㔞

の≧ἣについて、報告するものとする。 
 
㸦ぬせい剤の廃Რ㸧 
➨㸵᮲ ぬせい剤◊✲⪅がその所᭷するぬせい剤を廃Რしようとするときは、⟶⌮

委員会に報告の上、三㔜┴▱事に届け出て、ぬせい剤┘ど員の❧ち会いの下に⾜

わなければならない。 
 



㸦ぬせい剤事故の届出㸧 
➨㸶᮲ ぬせい剤◊✲⪅は、⮬己が所᭷又は⟶⌮しているぬせい剤について、◚損、

⁛失、┐取、所在不明及びその他の事故に㐼ったときは、┤ちに⟶⌮委員会に報

告の上、三㔜┴▱事に届け出なければならない。 
㸰 ⟶⌮委員会は、前㡯の報告を受けたときは㏿やかに学㛗に報告するものとする。 

 
㸦◊✲の⤊了➼㸧 
➨㸷᮲ ぬせい剤◊✲⪅は、ぬせい剤➼を使⏝する◊✲を⤊了又は中Ṇしたときは、

所᭷するぬせい剤の使⏝≧ἣ及び⌧在㔞➼について、┤ちに⟶⌮委員会に報告の

上、三㔜┴▱事に届け出なければならない。 
 
㸦ぬせい剤の年㛫報告㸧 
➨ 10 ᮲ ぬせい剤◊✲⪅は、前年㸯㸰᭶㸯日からその年の㸯㸯᭶㸱㸮日までの㛫

に所᭷するぬせい剤の使⏝≧ἣ➼について、ぬせい剤◊✲⪅報告᭩を⟶⌮委員会

に報告の上、ẖ年㸯㸰᭶㸯㸳日までに三㔜┴▱事に報告するものとする。 
 
㸦指定ドに㛵する届出㸧 
➨ 11 ᮲ ぬせい剤◊✲⪅は、┴がⓎ⾜する指定ドについてḟの各号に掲げる事態

が⏕じたときは、当ヱ事態のⓎ⏕した日から㸵日以内に、⟶⌮委員会に報告の上、

三㔜┴▱事に届け出なければならない。 
(㸯) 指定ドのグ㍕事㡯に変᭦が⏕じたとき。 
(㸰) 指定ドが不必せになったとき。 
(㸱) 指定ドをき損又は亡失したとき。 

  
㸦つ⛬の改廃㸧 
➨ 12᮲ このつ⛬の改廃は、大学協㆟会の㆟Ỵを⤒て⾜うものとする。 
 

㝃 則 
このつ⛬は、平成 24年 11᭶ 20日から施⾜する。 


